
宝塚市こども計画　進捗管理表

施策

施策の方向性 該当ページ

１　すべての子どもと家庭への支援

①総合的な子ども・子育て支援の展開 １３～１４

子どものことでどこに相談すれば良いか分からな
い困りごとを幅広く受け止め、適切な支援機関へ
繋いでいく。

子ども・子育てのことでどこに相談すれば良いか
分からない困りごとを幅広く受け止め、支援機関
と連携して適切な支援に繋いでいく。

子ども総合相談課

子どもを取り巻く、家族関係や子育ての悩みの相
談などに応じるとともに、必要に応じて支援機関
へ繋げていく。

子どもを取り巻く、家族関係や子育ての悩みの相
談などに応じるとともに、個々の家庭に応じた切
れ目のない支援を行なっていく。

家庭児童相談課

妊娠届出時、妊娠７～８か月時、赤ちゃん訪問時、
乳幼児健診時（４か月児、１０か月児、１歳６か月
児、３歳児）の７回の面談の機会を活用し、すべて
の妊産婦の状況を把握し、必要な家庭にはサポー
トプランを作成して伴走型支援を行う。

妊娠届出、妊娠７～８か月、赤ちゃん訪問、乳幼児
健診（４か月児、１０か月児、１歳６か月児、３歳児）
の時期の計７回の面談機会を活用し、すべての妊
産婦と乳幼児の状況を把握し、必要に応じてサ
ポートプランを作成して伴走型支援を行う。

健康推進課

宝塚市社会福祉協議会は、赤い羽根共同募金を
財源に住民グループが行うこども・子育て応援活
動に対して助成を行うほか、Instagram（インス
タグラム）やたからづかつどい場マップで地域の
居場所や活動の情報を発信するなど、子育て中の
親やこどもが、地域とつながりを持ちながら安心
して子育てできる環境づくりを支援する。

宝塚市社会福祉協議会は、赤い羽根共同募金を
財源に住民グループが行う子ども・子育て応援活
動に対して助成を行うほか、Instagram（インス
タグラム）やたからづかつどい場マップで地域の
居場所や活動の情報を発信するなど、子育て中の
親や子どもが、地域とつながりを持ちながら安心
して子育てできる環境づくりを支援する。

地域福祉課
（宝塚市社会福祉協議会）

両親学級、産前・産後サポート事業、産後ケア事
業、離乳食学級、ニコニコ育児相談、妊産婦・乳幼
児電話相談等を実施し、妊産婦、乳幼児の相談に
応じる。

両親学級、産前・産後サポート事業、産後ケア事
業、離乳食学級、ニコニコ育児相談、妊産婦・乳幼
児電話相談等を実施し、妊産婦、乳幼児の相談に
応じる。

健康推進課

概ね0～3歳までの親子の居場所・交流の場（きら
きらひろば）を提供し、常駐の保育士のほか、助産
師等専門職による相談の充実を図る。
また、子育てに関する情報提供や子育て講座を開
催する。

子育て親子（概ね０～3歳まで）が安心して過ごせ
る居場所・交流の場として、きらきらひろばの提
供や、保育士・助産師等の専門職による相談支
援、子育てに関する情報提供や子育て講座を実施
する。
また、子ども家庭支援センター内に「地域子育て
相談機関」を設置し、利用者支援専門員が子育て
世帯の不安や孤立感、負担感の軽減を図る。

子ども家庭支援センター

各保育所の子育て支援事業を通して、園庭開放や
子育て相談などに取り組む。

各保育所の子育て支援事業を通して、園庭開放や
子育て相談などに取り組む。

保育企画課

子どものことでどこに相談すれば良いか分からな
い困りごとを幅広く受け止め、適切な支援機関へ
繋いでいく。

子ども・子育てのことでどこに相談すれば良いか
分からない困りごとを幅広く受け止め、支援機関
と連携して適切な支援に繋いでいく。

子ども総合相談課

ペアレント・トレーニングなどを通して、前向きなし
つけの方法を身につけるきっかけを提供する。

ペアレント・トレーニング等の講座を様々な媒体で
広報し、前向きなしつけの方法を身につけるきっ
かけを提供する。

家庭児童相談課

No
主な取組事項

※ 計画書に掲載している内容

令和７年度 令和８年度

主な担当課

2
子育て当事者が地域の中で孤立しないよう、妊産婦や親子の
交流の場の提供や子育て相談、子育て講座の開催等に引き
続き取り組みます。

5年間の
新規・拡充

予定
計画 計画

1

母子保健・児童福祉機能の一体的な運営、サポートプランを
活用した支援、支援メニューの拡充に向けた地域資源の開拓
など、妊産婦、子どもや家庭への相談支援体制の充実を図り
ます。

◎

資料１
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施策

施策の方向性 該当ページ

No
主な取組事項

※ 計画書に掲載している内容

令和７年度 令和８年度

主な担当課5年間の
新規・拡充

予定
計画 計画

3
コミュニティの７つのブロック毎に整備している地域児童館・
子ども館の運営により、引き続き子ども・子育て支援に取り
組みます。

地域の子育て支援の拠点として、コミュニティの７
つのブロック毎に整備している児童館（子ども館
含む）を活用し、親子の交流の場の提供、子育て相
談、子育て情報の提供、子育て講座等の事業を実
施する。
大型児童センターは、中高生が自由に集える安全
な居場所、自主活動の機会を提供する。

コミュニティの７つのブロック毎に整備している児
童館（子ども館含む）が、地域における子育て支援
の拠点の役割を果たせるよう、子育て親子の交流
の場の提供、子育て情報の提供、子育て相談、子
育て講座等の事業を実施する。
大型児童センターでは、中高生が自由に集い、自
主的に活動できる安全な居場所を提供する。

子ども家庭支援センター

②子どもと母親の健康の確保 １５～１８

4

すべての妊産婦の状況を把握し、サポートプランを活用し
て、関係機関と連携して包括的に支援します。たからっ子給
付金事業（妊婦のための支援給付）による経済的支援と、随
時提供する母子保健事業により、妊娠・出産・子育てに伴走し
て切れ目なく支援し、妊産婦の健康確保を図ります。産後ケ
ア事業を拡充するとともに、産前・産後サポート事業との相
互利用を推進します。

◎

たからっ子給付金（妊婦のための支援給付）によ
る２回の経済的支援を行う。
妊娠届出時、妊娠７～８か月時、赤ちゃん訪問時、
乳幼児健診時の７回の面談の機会を活用し、すべ
ての妊産婦の状況を把握し、必要な家庭にはサ
ポートプランを作成して伴走型支援を行う。
産後ケア事業は兵庫県の集合契約に参加し、県内
に実施機関を拡充することで、利用機会を増や
す。産前・産後サポート事業との相互利用を進め、
切れ目ない支援を行う。

たからっ子給付金（妊婦のための支援給付）によ
る２回の経済的支援を行う。
妊娠から子どもが3歳頃までの計７回の面談機会
を活用し、すべての妊産婦と乳幼児の状況を把握
するとともに、必要に応じてサポートプランを作
成して伴走型支援を行う。
産後ケア事業は、県の集合契約に参加しており、
県内の実施機関を利用することができる。産前・
産後サポート事業との相互利用を進め、切れ目な
い支援を行う。

健康推進課

5
新生児訪問、未熟児訪問、赤ちゃん訪問、乳幼児健診を継続
します。また、乳幼児の健やかな成長発達を促進するため、
乳幼児健診の受診機会の拡充について検討を進めます。

◎
新生児訪問、未熟児訪問、赤ちゃん訪問、乳幼児
健診の機会に全ての乳幼児を把握し、切れ目ない
支援を行う。

新生児訪問、未熟児訪問、赤ちゃん訪問、乳幼児
健診の機会に全ての乳幼児を把握し、切れ目ない
支援を行う。

健康推進課

6
阪神北広域こども急病センターや圏域内の小児科対応救急
医療機関による、夜間・休日の小児科救急医療提供体制の確
保を継続します。

夜間・休日の急病時に必要な診療を受けることが
できるよう、他市町と連携し、年間を通して救急
医療提供体制の確保に取り組む。

夜間・休日の急病時に必要な診療を受けることが
できるよう、他市町と連携し、年間を通して救急
医療提供体制の確保に取り組む。

健康推進課

7
乳幼児健診の充実に向けて取り組みます。また、母子保健情
報のデジタル化を目指して、電子版母子健康手帳や予防接種
のデジタル予診票の導入について検討を進めます。

◎

健康診査により精密検査や継続支援が必要な児
の早期発見、早期支援に取り組む。また、発達障
碍（がい）児の正しい知識の啓発、育てにくさや育
児不安の相談に応じ、児童虐待の早期発見、早期
支援につなげる。
電子版母子健康手帳導入についての検討を行う。
予防接種に関しては、電子版母子健康手帳でのス
ケジュール管理、デジタル予診票の導入について
検討を行う。

健康診査により精密検査や継続支援が必要な児
の早期発見、早期支援に取り組む。また、発達障
碍（がい）の正しい知識の啓発や、育てにくさや育
児不安の相談に応じるとともに、児童虐待の早期
発見、早期支援につなげる。
電子版母子健康手帳導入に向けて検討を行う。
予防接種について、令和8年4月から妊婦RSウイ
ルス定期接種を開始し、令和10年度の予防接種
事務デジタル化に向けて準備をすすめる。

健康推進課
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施策

施策の方向性 該当ページ

No
主な取組事項

※ 計画書に掲載している内容

令和７年度 令和８年度

主な担当課5年間の
新規・拡充

予定
計画 計画

③配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実 １９～２０

・支援が必要な就学前の子どもを対象に、通園に
よる知的・肢体・早期療育の各クラスで療育を行
うほか、外出が困難な児童の居宅に訪問し療育を
行う。
・主に就学前の子どもを対象に、精神科、小児科
医師等の専門職員等による相談を行う。また、保
育所や児童館等の身近な子育て支援の場での出
前発達相談などを実施する。
・保育所や学校等の職員に対し、療育に関する指
導や講座の開催など、発達に関する学習の機会を
提供する。

・支援が必要な就学前の子どもを対象に、通園に
よる知的・肢体・早期療育の各クラスで療育を行
うほか、外出が困難な児童の居宅に訪問し療育を
行う。
・主に就学前の子どもを対象に、精神科、小児科
医師等の専門職員等による相談を行う。また、保
育所や児童館等の身近な子育て支援の場での出
前発達相談などを実施する。
・保育所や学校等の職員に対し、療育に関する指
導や講座の開催など、発達に関する学習の機会を
提供する。

子ども発達支援センター

保育における特別な支援が必要な児童が、スムー
ズに保育所生活を過ごせるよう、加配保育士を配
置する。

保育における特別な支援が必要な児童が、スムー
ズに保育所生活を過ごせるよう、加配保育士を配
置する。

保育企画課

うまく発音ができない構音障碍(がい)のある就
学前の幼児を早期に発見し、発音の練習を行い、
集団生活に進んで参加できる意欲や態度を育て
るよう指導を行う（各幼稚園の訪問及び末成小学
校内で通級指導を実施）。

うまく発音ができない構音障碍(がい)のある就
学前の幼児を早期に発見し、発音の練習を行い、
集団生活に進んで参加できる意欲や態度を育て
るよう指導を行う（各幼稚園の訪問及び末成小学
校内設置の「ことばの教室」で通級指導を実施）。

幼児教育センター

9
相談支援体制強化のため、「こども家庭ソーシャルワーカー」
等の専門資格の取得を促進し、関係機関との連携強化を図り
ます。

◎
専門資格の取得のため、研修を受講し、適切な支
援ができるような環境の整備を行う。

専門資格の取得のため、研修を受講し、適切な支
援ができるような環境の整備を行うとともに、前
年度に資格取得した職員を中心として実務経験
者の専門性の向上を図る。

家庭児童相談課

子どものことでどこに相談すれば良いか分からな
い困りごとを幅広く受け止め、適切な支援機関へ
繋いでいく。

子ども・子育てのことでどこに相談すれば良いか
分からない困りごとを幅広く受け止め、支援機関
と連携して適切な支援に繋いでいく。

子ども総合相談課

関係機関と連携し家庭状況を把握したうえで、支
援方針や支援体制について検討を進める。

関係機関と連携し家庭状況を把握したうえで、支
援方針や支援体制について検討を進めるととも
に、組織横断的に連携し支援を行う。

家庭児童相談課

④子どもの貧困対策・経済的支援 ２１～２２

関係機関・団体等が参加する交流会に参加するな
ど、関係機関・団体等との連携や地域とのネット
ワークづくりを推進するとともに、子どもの貧困
解消に向けた取組の研究を進める。

関係機関・団体等が参加する交流会に参加するな
ど、関係機関・団体等との連携や地域とのネット
ワークづくりを推進するとともに、子どもの貧困
解消に向けた取組の研究を進める。

子ども政策課

関連する機関の一つとして、連携や地域とのネッ
トワークづくりの推進に協力する。

地域の団体や関係機関と情報の共有を密に図り
ながら連携を進める。

子ども家庭支援センター

12
ひとり親家庭の子どもへの学習支援のさらなる充実に向け、
検討を進めます。

◎

児童扶養手当を受給する世帯に属する市内居住
の中学2・3年生を対象に学習支援を令和7年度
も継続して実施する。個別指導の通塾を通じて、
ひとり親家庭の子どもが抱える精神面、経済面の
悩みや課題に寄り添って対応し、学習習慣の定着
化を図るとともに、高校進学を後押しする取組の
充実を図る。また、申込忘れ等が無いよう、引き続
き制度の周知を図る。

令和8年度から、せいかつ支援課が実施していた
類似事業と統合し、対象に生活保護受給世帯等の
中学2・３年生を加え実施する。
個別指導の通塾を通じて、生活困窮世帯等の子ど
もが抱える精神面、経済面の悩みや課題に寄り
添って対応することで、学習習慣の定着化を図る
とともに、高校進学を後押しする取組の充実を図
る。

子育て応援課

8

高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達に係る
支援を提供し、あわせて障碍（がい）児の家族、障碍（がい）児
の通う保育所、幼稚園、小学校等の職員に対し、相談、専門的
な助言その他の必要な援助を行います。

◎

10
ヤングケアラーへの支援に向け、支援のあり方を検討すると
ともに、支援体制を構築します。

◎

11
子どもの貧困対策に向け、引き続き地域とのネットワークづ
くりを推進するとともに、地域における子どもの貧困に対す
る支援活動の促進を図ります。
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施策

施策の方向性 該当ページ

No
主な取組事項

※ 計画書に掲載している内容

令和７年度 令和８年度

主な担当課5年間の
新規・拡充

予定
計画 計画

２　子育てと仕事の両立支援

①性別にとらわれず仕事や家庭・地域生活に参画できる社会の促進 ２３～２４

チャレンジ相談や男性セミナー等（男女共同参画
センター主催）を実施し、男女共同参画社会づくり
に実効性のある講座等を継続して実施する。

チャレンジ相談や男性セミナー等（男女共同参画
センター主催）を実施し、男女共同参画社会づくり
に実効性のある講座等を継続して実施する。

人権平和・男女共同参画課

市民にワークサポート宝塚や若者しごと相談を周
知し、就職に繋がるよう支援する。また、兵庫労働
局等の関係機関と連携し、女性の就労を支援する
セミナー等の開催に取り組む。

市民にワークサポート宝塚や若者しごと相談を周
知し、就職に繋がるよう支援する。また、兵庫労働
局等の関係機関と連携し、女性の就労を支援する
セミナー等の開催に取り組む。

商工勤労課

14
固定的な性別役割分担意識の解消に資する取組に関する啓
発や情報発信に引き続き取り組みます。

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推
進のための啓発講座を実施する。

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推
進のための啓発講座等を実施する。

人権平和・男女共同参画課

15
学校教育におけるジェンダー平等の理念を推進する教育・学
習に引き続き取り組みます。

各学校園で人権教育全体計画及び年間指導計画
を作成し、各教科・総合的な学習の時間等、教育活
動全体を通じて実践する。また、学習会等におい
て助言をするため、人権教育指導員を派遣する。

各学校園で人権教育全体計画及び年間指導計画
を作成し、各教科・総合的な学習の時間等、教育活
動全体を通じて実践する。また、学習会等におい
て助言をするため、人権教育指導員を派遣する。

学校教育課

②多様な保育施策の充実 25

16 保育ニーズに合わせた保育所定員の確保を行います。 ◎

令和6年度に施設整備を行い、令和7年4月、新た
に認可保育所を開設する。
今後も、宝塚市子ども・子育て支援事業計画に基
づき、地域ごとの保育ニーズを考慮しつつ、保育
所の定員確保について検討する。

宝塚市子ども・子育て支援事業計画に基づき、地
域ごとの保育ニーズを踏まえ、保育所の定員確保
について検討する。

保育企画課

保育士確保に向け、たからづか私立保育園就職
フェア、保育士研修会、人材活用支援講座を実施
する。

保育士確保に向け、たからづか私立保育園就職
フェア、保育士研修会、人材活用支援講座を実施
する。

保育企画課

私立認可保育所に対し、保育士宿舎借上げ支援事
業を実施するとともに、私立認可保育所・私立小
規模保育事業所に対し、保育士就職支援事業を実
施する。

私立認可保育所に対し、保育士宿舎借上げ支援事
業を実施するとともに、私立認可保育所・私立小
規模保育事業所に対し、保育士就職支援事業を実
施する。

保育事業課

③放課後児童対策の充実 26

18
特に低学年において多くの待機児童が予想される校区に民
間放課後児童クラブの整備促進を図ります。また学校施設に
ついても、活用方法について協議検討を進めていきます。

◎

低学年において多くの待機児童が予想される校
区に民間放課後児童クラブを整備する。また、学
校施設の利用促進についても教育委員会と協議
していく。

民間放課後児童クラブについては、待機児童数が
多く見込まれる小学校区への設置を引き続き進
めるとともに、運営費の補助基準額の見直しや、
多様な主体による学童保育の運営についても検
討を進める。併せて、低学年の待機児童が多い校
区で、教育委員会と連携し夏期臨時地域児童育成
会を開設する。また、小学校の空き教室の活用の
検討を進めるとともに、居住している学校区以外
の地域児童育成会を利用できるよう制度を整備
する。

アフタースクール課

13
共働き・共育ての推進に向け、女性の就労等を支援する起
業・就労セミナーや男性の育児をテーマとした男性セミナー
を引き続き実施します。

17
たからづか私立保育園就職フェア、保育士確保に向けた保育
士研修会や人材活用支援講座などを引き続き実施し、保育
士の人材確保に向けた取組を推進します。

4



施策

施策の方向性 該当ページ

No
主な取組事項

※ 計画書に掲載している内容

令和７年度 令和８年度

主な担当課5年間の
新規・拡充

予定
計画 計画

３　教育環境の整備

①学校教育の充実 ２７～２８

関係機関や専門職との連携体制を強化しつつ、生
徒指導に関する実践的研究を進めるとともに、教
育相談機能の充実を図る。併せて、校内支援体制
の再編や研修の実施等により、組織的な支援体制
を構築する計画を立案することを各学校へ求め
る。

関係機関や専門職との連携体制を引き続き強化
しつつ、生徒指導に関する実践的研究を進めると
ともに、教育相談機能のより一層の充実を図る。
併せて、校内支援体制の再編や研修の実施等によ
り、組織的な支援体制を構築する計画を立案する
ことを各学校へ求める。

学校教育課

虐待ケース会議で助言するとともに、児童・生徒
がより良い学校生活を送ることができるよう支援
していく。

虐待ケース会議で助言するとともに、児童・生徒
がより良い学校生活を送ることができるよう支援
していく。

青少年センター

専門職や関係機関との連携体制を整備・強化し、
課題を抱える児童生徒に対して組織的・継続的に
対応できる校内支援体制を構築する。個別の支援
計画の策定やケース会議の実施を通じて、一人ひ
とりの状況に応じたきめ細やかな支援を推進す
る。

専門職や関係機関との連携体制を整備・強化し、
課題を抱える児童生徒に対して組織的・継続的に
対応できる校内支援体制を構築する。個別の支援
計画の策定やケース会議の実施を通じて、一人ひ
とりの状況に応じたきめ細やかな支援を推進す
る。

学校教育課

子どもの様々な課題に対して、心理的・発達的側
面から状況をアセスメントし、より良い支援を行う
ために、スクールカウンセラーを配置する。

組織的な支援を行うため、専門職や関係機関とス
ムーズな連携を目指す。

教育支援課

21
不登校児童生徒の学びの場の確保や環境整備を行うととも
に、学校風土の見える化を通してみんなが安心して学べる場
所になるよう、不登校支援対策に引き続き取り組みます。

子どもの様々な課題に対して、心理的・発達的側
面から状況をアセスメントし、より良い支援を行う
ために、スクールカウンセラーを配置する。
また、市内全中学校と小学校２校に別室登校指導
員を、それ以外の小学校にAssistスタッフを通年
配置し、学校内別室において、不登校傾向にある
児童生徒の支援を行う。

各学校で行っているアンケート結果をスクールカ
ウンセラーと共有し、児童生徒の支援に活かす。ま
た、市立小中学校内に教室以外の居場所（校内サ
ポートルーム）の体制を拡充することで、不登校傾
向にある児童生徒の支援を行う。教育支援セン
ターでは、学校外においても児童生徒の社会的自
立に向けた支援を行う。

教育支援課

22
校則の見直しについて、宝塚市校則見直しガイドラインに
沿って、児童生徒を主体とした取組を推進し、より良い学校
環境づくりに取り組みます。

◎

宝塚市校則見直しガイドラインに基づき、児童生
徒の意見を尊重した話し合いや意識啓発を通じ
て、主体的な取組を促進する。教職員・保護者との
協議を重ねながら、校則の適切な見直しを行い、
より良い学校環境の実現に向けた計画を策定す
る。

宝塚市校則見直しガイドラインに基づき、児童生
徒の意見を尊重した話し合いや意識啓発を通じ
て、主体的な取組を更に促進する。教職員・保護者
との協議を重ねながら、校則の適切な見直しを行
い、より良い学校環境の実現に向けた取組を推進
する。

学校教育課

教職員の働き方改革について、地域や保護者の協
力を得るため周知を図り、教職員が担う業務の適
正化を図る。また、勤怠管理の電子化を進めるこ
とで業務効率化や意識改革を推進し、学校におけ
る働き方改革に取り組む。

教職員の働き方改革について、地域や保護者向け
の啓発文書を作成し周知を図ることにより、教職
員が担う業務の適正化を図る。また、勤怠をデー
タ管理することで業務効率化や意識改革を推進
し、学校における働き方改革に取り組む。

職員課

24
義務教育９年間を見通した学校教育の実践として小中一貫
教育の取組を推進していくとともに、小学校区と中学校区の
整合を図っていきます。

◎

教育環境適正化の議論が先行している一部地域
の意見を踏まえながら、途切れのない義務教育9
年間の実践について検討するとともに、小学校区
と中学校区の整合に向けて取り組む。

教育環境適正化の議論が先行している一部地域
の意見を踏まえながら、途切れのない義務教育9
年間の実践について検討するとともに、小学校区
と中学校区の整合に向けて取り組む。

教育環境整備課

19

生徒指導連絡調整会等で関係機関や専門職と連携を深めな
がら、児童・生徒の健全育成に向けた生徒指導に関する研究
を進めるとともに、児童・生徒の健全育成に向けた教育相談
を充実させ、校内支援体制を構築していきます。

◎

20

子どもが抱える様々な課題に対して、組織的な支援が行える
ように、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・
スクールロイヤーなどの専門職、関係機関と連携しながら、
引き続き一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな支援を推
進します。

23
教職員の業務効率化や意識改革を推進するとともに、地域
や保護者の協力も得ながら教職員が担う業務の適正化を図
り、学校現場における働き方改革に取り組みます。

◎

5



施策

施策の方向性 該当ページ

No
主な取組事項

※ 計画書に掲載している内容

令和７年度 令和８年度

主な担当課5年間の
新規・拡充

予定
計画 計画

②社会教育の推進 29

25

公民館や図書館などの社会教育施設で子どもの成長に寄与
できるような環境整備や事業の推進に取り組みます。また、
公民館においては、地域、民間と連携した事業の推進、図書
館においては、宝塚市子どもの読書活動推進計画の中心施
設として関係各課と連携して、子どもの読書活動推進に取り
組みます。

◎

公民館では、市民の教養の向上、健康の増進、生
活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを
目的に、指定管理者と連携して、生活に即する教
育、学術及び文化に関する講座等を引き続き実施
するとともに、東公民館の老朽化による大規模改
修工事を実施する。
図書館では、読書活動推進に繋がる行事の開催、
児童書の充実など読書環境の整備、関係各課との
連携を図り、子どもの読書活動に取り組む。

公民館では、市民の教養の向上、健康の増進、生
活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを
目的に、指定管理者と連携して、生活に即する教
育、学術及び文化に関する講座等を引き続き実施
する。
図書館では、読書活動推進に繋がる行事の開催、
児童書の充実など読書環境の整備、関係各課との
連携を図り、子どもの読書活動に取り組む。

社会教育課
中央図書館
西図書館

③就学前教育・保育の充実 30

26
（仮称）就学前教育・保育振興基本計画を策定し、本市の就学
前教育・保育の充実を図ります。

◎

市内全体の保育の質の向上のための連携協定を
締結している国立大学法人兵庫教育大学や、庁内
検討会、小学校長会、各施設長会等と協議を行
い、令和7年度中に計画を策定する。

令和7年度に改訂したTAKARAっ子架け橋カリ
キュラムを軸とした就学前教育ビジョンを、第２次
宝塚市教育振興基本計画（後期）に合わせ、関係
機関へ適切に周知し、活用を促すことで、各地域
の実情に応じたカリキュラム策定を推進する。

幼児教育センター

④子どもの人権擁護の推進 ３１～３２

27
別室登校指導員・Assisｔスタッフによる不登校の子どもへ
の支援に引き続き取り組みます。

市内全中学校と小学校２校に別室登校指導員を、
それ以外の小学校にAssistスタッフを通年配置
し、学校内別室において、不登校傾向にある児童
生徒の支援を行う。

市内小中学校に別室登校指導員やAssistスタッ
フを通年配置し、学校内別室において不登校傾向
にある児童生徒の対策をおこなう。

教育支援課

子どもの気持ちを早期に受け止め、相談に応じる
だけでなく、関係機関との調整や権利救済の申立
てを受けての調査など、問題解決に向けた支援を
行う宝塚市子どもの権利サポート委員会の周知を
図るとともに、出前講座の実施により子どもの権
利に関する啓発活動を行う。

子どもの権利に関する相談を受け、その救済を図
るための関係機関との調整や権利救済の申立て
を受けての調査など、問題解決に向けた支援を行
う宝塚市子どもの権利サポート委員会（たかラッ
コクラブ）の周知を図るとともに、出前講座の実施
により子どもの権利に関する啓発活動を行う。

子ども政策課

こども基本法及び子どもの権利条約の理念に則
り、教育活動全体を通じて、子どもたちに子ども
の権利についての理解を促進する取組を行って
いく。

こども基本法及び子どもの権利条約の理念に則
り、教育活動全体を通じて、子どもたちに子ども
の権利についての理解を促進する取組を行って
いく。

学校教育課

４　安全・安心の環境づくり

①子育てを支援する生活環境の整備 33

29
子育て世帯や若者夫婦世帯に対する、市営住宅に当選する
確率の優遇措置など引き続き子育て支援に取り組みます。

・子育て世帯に向けて市営住宅に当選する確率を
優遇する制度を引き続き実施する。
・ひとり親世帯等に対する住宅確保の支援に引き
続き取り組む。

・子育て世帯に向けて市営住宅に当選する確率を
優遇する制度を引き続き実施する。
・ひとり親世帯等に対する住宅確保の支援に引き
続き取り組む。

住まいづくり推進課

30

市内の公共施設や店舗等で授乳やおむつ替えができる「赤
ちゃんの駅」について、引き続き設置箇所の増を図るととも
に、イベントにおける「移動式赤ちゃんの駅」のテントの貸し
出しの普及を図ります。

設置箇所数増加に向け啓発を行うとともに、市民
に情報提供し利用促進を図る。
また、市内で開催されるイベントに、乳幼児のおむ
つ交換や授乳を行うためのスペースとして移動式
赤ちゃんの駅を貸し出す。

子育て親子が安心して外出できるよう、引き続き
新規の設置箇所に向け取り組むとともに、市民に
情報提供し利用促進を図る。
また、市内で開催されるイベントに、乳幼児のおむ
つ交換や授乳を行うためのスペースとして移動式
赤ちゃんの駅を積極的に利用してもらえるよう、
事業者等への啓発に努める。

子ども家庭支援センター

28
子どもの教育・養育の場における子どもの権利に関する理解
の促進に引き続き取り組みます。
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施策

施策の方向性 該当ページ

No
主な取組事項

※ 計画書に掲載している内容

令和７年度 令和８年度

主な担当課5年間の
新規・拡充

予定
計画 計画

②子どもの安全・安心の確保 34

31
インターネット上の消費者トラブルを含む消費者被害防止に
引き続き取り組みます。

夏休み期間中、放課後児童クラブにおいて出前講
座を実施し、インターネットの賢い使い方等の啓発
に取り組む。

放課後児童クラブを利用する小学生を対象に夏
休み中に実施する消費者教育出前講座を継続す
るとともに、自ら考え行動する消費者を育むた
め、市内の小中学校・高校に授業等での消費生活
出前講座の利用を働きかけるなど、学校園と連携
した若年者へのインターネットトラブルを含む消費
者教育に取り組む。

消費生活センター

32
スマートフォンやインターネットの利用方法について、学校に
おいて情報モラルの学習に引き続き取り組みます。

児童生徒の発達段階に応じた情報モラル教育を
実施し、スマートフォンやインターネットの適切な
利用に関する指導を継続的に実施する。また、外
部講師による講演を実施し、各家庭への意識啓発
と実践的な学びを推進する。

児童生徒の発達段階に応じた情報モラル教育を
実施し、スマートフォンやインターネットの適切な
利用に関する指導を継続的に実施する。また、外
部講師による講演を実施し、各家庭への意識啓発
と実践的な学びを推進する。

学校教育課

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

①家庭教育及び地域による子育て支援の推進 35

自治会及びまちづくり協議会の活動を支援するこ
とで、各団体が実施する行事等を通して、 保護者
同士・地域住民との交流の機会の創出を推進す
る。

自治会及びまちづくり協議会の活動を支援するこ
とで、各団体が実施する行事等を通して、 保護者
同士・地域住民との交流の機会の創出を推進す
る。

市民協働推進課

民生委員・児童委員の活動を支援することで、委
員が実施する身近な地域における子どもの見守
り活動等を推進する。

民生委員・児童委員の活動を支援することで、委
員が実施する身近な地域における子どもの見守
り活動等を推進する。

地域福祉課

地域一体となって自主的に子育て支援に取り組
む団体に対し、活動経費の一部を助成する。

自主的に子育て支援に取り組む団体に対し、活動
経費の一部を助成し、地域における子育て支援の
活性化を図る。

子ども家庭支援センター

ー

令和8年度より、保育施設等にて「こども誰でも通
園制度」を実施し、全ての子育て家庭に対して、保
護者の多様な働き方やライフスタイルに関わらな
い形での支援を強化する。

保育企画課

子どもたちが放課後に安心して過ごすことができ
る居場所として、事業者や地域と連携し、各校区
で放課後子ども教室を開催する。

子どもたちが放課後に安心して過ごすことができ
る居場所として、事業者や地域と連携し、各校区
で放課後子ども教室を開催する。

アフタースクール課

コミュニティ・スクールを全校に導入し、学校と地
域の人々が「地域でこんな子どもを育てたい」と
いう『めざす子ども像』に向かって、学校と地域が
一体となり、地域のTAKARA（宝）である子ども
を育てるために熟議と協議を重ね、学校運営に参
画していく。

コミュニティ・スクールが全校に導入されているこ
とから、学校と地域の人々が「地域でこんな子ど
もを育てたい」という『めざす子ども像』に向かっ
て、学校と地域が一体となり、地域のTAKARA
（宝）である子どもを育てるために熟議と協議を
重ね、学校運営に参画していく。

学校教育課

教員が子どもと向き合う時間を拡充するととも
に、地縁的なつながりの希薄化などによって低下
が指摘されている「地域の教育力」の活性化を図
るため、学校支援地域本部事業の実施により、地
域全体で学校教育を支援する。

教員が子どもと向き合う時間を拡充するととも
に、地縁的なつながりの希薄化などによって低下
が指摘される「地域の教育力」の活性化を図るた
め、学校支援地域本部事業の実施により、地域全
体で学校園を支援する。

社会教育課

34
シニア世代と子育て世代との交流や触れ合いの機会や場の
創出に取り組みます。

◎
「たから・まご手帳」を活用した孫育ての啓発や、
世代間交流イベントによりシニア世代と子育て世
代の相互理解を図る。

シニア世代と子育て世代の相互理解を図るため、
「たから・まご手帳」を活用したイベントや講座を各
団体と協力して実施する。

子ども家庭支援センター

35
子どもたちの活動の機会を確保し、持続可能な地域スポーツ
クラブ・文化芸術環境の整備に取り組むため、部活動の地域
移行を推進します。

◎

地域の関係団体や指導者と連携し、子どもたちの
活動機会を確保しつつ、持続可能な地域スポーツ
クラブや文化芸術活動の受け皿を整備する。段階
的な移行計画を策定し、学校と地域が協働して部
活動の地域移行を円滑に推進する体制を構築す
る。

宝塚市部活動地域移行基本方針に基づき、部活
動の地域移行を推進する。令和８年度中に地域ク
ラブ活動が開始することから、地域の関係団体や
指導者と連携し、子どもたちの活動機会を確保し
つつ、持続可能な地域スポーツクラブや文化芸術
活動の受け皿を引き続き整備する。

学校教育課

33
子どもを地域社会全体で育て、支える仕組みづくりを引き続
き推進します。
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施策

施策の方向性 該当ページ

No
主な取組事項

※ 計画書に掲載している内容

令和７年度 令和８年度

主な担当課5年間の
新規・拡充

予定
計画 計画

②情報提供の推進 36

【広報事業】
広報誌や市ホームページ、ＳＮＳなどの媒体を活用
する他、報道機関への情報提供を通して、市民と
の市政情報の共有を図る。
【コミュニティー・ＦＭ放送事業】
災害緊急情報や行政・文化・市民活動など地域に
密着したきめ細かな情報発信ができる強みを生
かし、市民との情報共有を図るとともに、市政へ
の関心を高める。

【広報事業】
広報誌や市ホームページ、ＳＮＳなどの媒体を活用
する他、報道機関への情報提供を通して、引き続
き市民との市政情報の共有を図る。
【コミュニティー・ＦＭ放送事業】
災害緊急情報や行政・文化・市民活動など地域に
密着したきめ細かな情報発信ができる強みを生
かし、市民との情報共有を図るとともに、引き続
き市政への関心を高める。

広報課

子育て世代にとって利用しやすいInstagram（イ
ンスタグラム）やnote（ノート）等のSNSを活用
し、動画や記事によるプッシュ型の情報発信を強
化することで、子育て支援情報の提供を推進す
る。

子育て世代にとって利用しやすいInstagram（イ
ンスタグラム）やnote（ノート）等のSNSを活用
し、動画や記事によるプッシュ型の情報発信を強
化することで、子育て支援情報の提供を推進す
る。

子ども政策課

市公式LINEから発信する「きらきら子育て
LINE」で、妊娠期から満３歳までの子育て情報を
タイムリーに発信する。
また、Instagram（インスタグラム）を活用し、講
座やきらきらひろばの取組など、子育て情報を発
信する。

妊娠期から満３歳までの子育て情報を、タイムリー
に市公式LINEから発信する「きらきら子育て
LINE」で提供する。
また、Instagram（インスタグラム）を活用し、講
座やきらきらひろばの取組など、子育て情報を定
期的に発信する。

子ども家庭支援センター

６　子ども・若者の社会参加の促進

①居場所や遊び場、体験・学習機会の充実 ３７～３８

子どもたちが勉強等に利用できる部屋や卓球室
を開室することにより、子ども・若者にとってより
よい居場所づくりに寄与する。

子どもたちが勉強等に利用できる部屋や、卓球室
を開室することにより、子ども・若者にとってより
よい居場所づくりに寄与する。

各人権文化センター

子ども議会等を通じて、当事者である子ども・若
者の意見を聴きながら、関係部局等と連携して、
子ども・若者の居場所の充実を図る。

子ども議会や市HP内に開設した子ども・若者専
用の投稿フォーム「子ども・若者の“声"意見箱」等
を通じて、当事者である子ども・若者の意見を聴
きながら、関係部局等と連携して、子ども・若者の
居場所の充実を図る。

子ども政策課

・高司・安倉・西谷児童館、子ども館について、それ
ぞれ指定管理者を指定し運営する。
・民立民営の中筋・御殿山・野上・平井児童館には
運営費の一部を補助する。

高司・安倉・西谷児童館、子ども館について、それ
ぞれ指定管理者を指定し運営するとともに、民立
民営の中筋・御殿山・野上・平井児童館に運営費の
一部を補助することで、居場所の充実を図る。

子ども家庭支援センター

子どもたちが放課後に安心して過ごすことができ
る居場所として、事業者や地域と連携し、各校区
で放課後子ども教室を開催する。
不登校やひきこもりに悩む当事者とその保護者が
安心して参加できる居場所として、こもりん広場
を開催する。

児童館・子ども館をはじめとした既存施設の利活
用を検討することにより、全ての子どもに安全で
安心できる放課後の居場所の提供を目指す。
また、子どもたちが放課後に安心して過ごすこと
ができる居場所として、事業者や地域と連携し、
各校区で放課後子ども教室を開催する。

アフタースクール課

子ども・若者にとって、図書館がよりよい居場所
となるよう、展示や行事などを行い、読書活動を
推進する。

子ども・若者にとって、図書館がよりよい居場所
となるよう、展示や行事などを行い、読書活動を
推進する。

中央図書館
西図書館

36
SNS等の活用により、子育て支援等に関する情報発信の強
化を図ります。

◎

37

国の「こどもの居場所づくりに関する指針」を踏まえ、市の施
設について、子ども・若者にとってよりよい居場所となるよ
う配慮するとともに、多様な主体との連携により、既存の地
域資源を活かしながら多様な居場所の充実を図ります。

◎

8



施策

施策の方向性 該当ページ

No
主な取組事項

※ 計画書に掲載している内容

令和７年度 令和８年度

主な担当課5年間の
新規・拡充

予定
計画 計画

包括連携先や市民団体等と連携し、ものづくり体
験や仕事体験などブースを出展してもらい、遊び
を通じて子どもたちの学び場となるイベント「ＫＩ
ＤＳフェスinたからづか」を開催する。

包括連携先や市民団体等と連携し、ものづくり体
験や仕事体験などブースを出展してもらい、遊び
を通じて子どもたちの学び場となるイベント「ＫＩ
ＤＳフェスinたからづか」を開催する。

企画政策課

子育て支援等を目的とする活動団体等との共催
事業や後援事業の実施により、子どもの成長に資
する、子どもたちのやってみたい遊びや体験、学
習機会の創出に取り組む。

子育て支援等を目的とする活動団体等との共催
事業や後援事業の実施により、子どもの成長に資
する、子どもたちのやってみたい遊びや体験、学
習機会の創出に取り組む。

子ども政策課

・大型児童センターの指定管理者を指定し、運営
することで中高生世代の様々な自主活動を支援
する。
・子育て支援団体との連携を図り、乳幼児とのふ
れあい事業を実施する。

・大型児童センターの指定管理者を指定し、運営
することで中高生世代の様々な自主活動を支援
する。
・子育て支援団体との連携を図り、乳幼児とのふ
れあい事業を実施する。

子ども家庭支援センター

子どもたちが演技を通して身体を動かす喜びや
表現することの楽しさ、仲間と協力することの大
切さを知ることができるよう、音楽隊とバトン隊
を設置する。

子どもたちが演技を通して身体を動かす喜びや
表現することの楽しさ、仲間と協力することの大
切さを知ることができるよう、音楽隊とバトン隊
を設置する。

アフタースクール課

環境フォーラムやＥＣＯ講座の開催、小学校や地域
における環境学習の充実を図り、環境保全の推進
を担う人材の育成に取り組む。

環境フォーラムやＥＣＯ講座の開催、小学校や地域
における環境学習の充実を図ることにより、子ど
もたちが身近な環境に関心を持ち、主体的に学
び、考え、行動する力を育む取組を推進する。

環境エネルギー課

市民団体や地域資源と連携し、子どもたちの主体
的な活動を支える体験・学習機会を計画的に創出
し、定期的な意見交換や協働イベントの実施を通
じて、子どもの「やってみたい」を尊重した多様な
活動の場を提供する体制を整備する。

市民団体や地域資源と連携し、子どもたちの主体
的な活動を支える体験・学習機会を計画的に創出
し、定期的な意見交換や協働イベントの実施を通
じて、子どもの「やってみたい」を尊重した多様な
活動の場を提供する体制を整備する。

学校教育課

ボランティア団体等とも協力しながら、「人形劇」
「紙芝居」「おはなし会」などの行事を行い、読書活
動につながる学習機会の拡充に取り組む。

ボランティア団体等とも協力しながら、「人形劇」
「紙芝居」「おはなし会」などの行事を行い、読書活
動につながる学習機会の拡充に取り組む。

中央図書館
西図書館

39
パークマネジメント計画において、地域との協働によりロー
カルルール作り等を行い、子どもの遊び場の充実を図りま
す。

◎
公園区計画の作成に先行的に取り組む地区につ
いては、地域との協働によりローカルルール作り
等を検討する。

令和7年度に引き続き、公園区計画の作成に取り
組み、地域との協働によりローカルルール作り等
を検討する。

公園河川課

38
市民団体等とも連携を強化し、子どもたちのやってみたい遊
びや体験、学習機会の創出に引き続き取り組みます。
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施策

施策の方向性 該当ページ

No
主な取組事項

※ 計画書に掲載している内容

令和７年度 令和８年度

主な担当課5年間の
新規・拡充

予定
計画 計画

②参加型のまちづくりの推進 39

若者に宝塚市子ども審議会委員を委嘱すること
により、若者の社会参画の促進を図るとともに、
意見表明の機会を設ける。また、若者の意見を聴
取し、施策に反映させる仕組みづくりや、社会参
画を促進する取組について検討を進めるため、先
進地である他自治体の好事例を調査・研究する。

宝塚市子ども審議会委員への若者の委嘱や市HP
内に開設した子ども・若者専用の投稿フォーム「子
ども・若者の“声"意見箱」で提案やアイデアを受け
付けることにより、意見表明の機会を設け、若者
の社会参画の促進を図る。

子ども政策課

子どもたちの視点や意見を取り入れ、子どもたち
がまちの主役となって、就労体験を遊び感覚で行
う子どもたちのまち「ミニたからづか」を実施す
る。

子どもたちの視点や意見を取り入れ、子どもたち
がまちの主役となって、就労体験を遊び感覚で行
う子どもたちのまち「ミニたからづか」を実施す
る。

子ども家庭支援センター

対象年度に20歳となる市民等で構成する企画委
員会の企画・運営により、「２０歳のつどい」を開催
する。

対象年度に20歳となる市民等で構成する企画委
員会の企画・運営により、「２０歳のつどい」を開催
する。

社会教育課

41
市政への提案を発表し、市長・教育長が答弁を行う「子ども
議会」を引き続き実施し、子どもの意見について、市政への
反映を図ります。

将来の宝塚を担う小学生、中学生、高校生及び特
別支援学校生が、子どもの立場からまとめた質問
や提案を議場で発表し、市長・教育長が答弁を行
う「子ども議会」を実施することで、子どもの意見
について、市政への反映を図る。

将来の宝塚を担う小学生、中学生、高校生及び特
別支援学校生が、子どもの立場からまとめた質問
や提案を議場で発表し、市長・教育長が答弁を行
う「子ども議会」を実施することで、子どもの意見
について、市政への反映を図る。

子ども政策課

③自立・就労支援 40

広報誌を活用し、ひきこもり支援の取組状況を掲
載することで、相談を検討している当事者や家族
に支援のイメージを持ってもらい、相談につなげ
やすくする。また、webアンケートによる、ひきこ
もりの実態調査を実施する。

市内の福祉団体等に協力を得て、福祉サービス従
事者に対して、ひきこもり支援策について意見聴
取のためのアンケート調査を実施する。実態把握
により適切な支援を行い、長期化、深刻化を防ぐ
ことを目指す。

せいかつ支援課

不登校やひきこもりに悩む当事者とその保護者が
安心して参加できる居場所として、こもりん広場
を開催する。市ホームページや広報板での周知に
取り組むとともに、委託先の宝塚市社会福祉協議
会と情報交換を密にし、利用者の支援につなげ
る。

不登校やひきこもりに悩む当事者とその保護者が
安心して参加できる居場所として、こもりん広場
を開催する。市ホームページ等での周知に取り組
むとともに、委託先の宝塚市社会福祉協議会と情
報交換を密にし、利用者の支援につなげる。

アフタースクール課

自ら就職活動を行うことが困難なひきこもりの方
などに対し、社会経験のための学習等を通じて、
継続就労が可能となるよう支援を行う。

自ら就職活動を行うことが困難なひきこもりの方
などに対し、社会経験のための学習等を通じて、
継続就労が可能となるよう支援を行う。

商工勤労課

42

ひきこもりに関する取組について広報し、イメージを持ちや
すくすることで相談を検討している当事者や家族の不安軽
減の一助とします。また、関係機関等と連携しながら有効な
ひきこもり支援について研究します。

◎

40
若者の意見を反映させる仕組みづくりについて検討を進め
るとともに、若者の社会参画を促進する取組についても検討
を進めます。

◎
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